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仙台市法務局 民事行政部供託課 遺言書保管官 米内純代先生による 

「自筆証書遺言書保管制度について」開催 

 2023年 9月 19日（火）開催 

皆さん こんにちは。住まいるカフェです。9

月 19 日㈫に第 94 回の住まいるカフェを開催

いたしました。 

9 月も中旬を過ぎたというのに 30 度越えの暑

い日でしたが、12 名の来場者とオンラインの

参加者の方々にご参加いただきました。 

今回は仙台市法務局の民事行政部供託課 遺

言書保管官の米内純代先生に遺言書の保管制

度についてお話をいただきました。   

遺言とは 

① そもそも遺言とは 

遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ

守ってきた大切な財産を最も有効・有意義

に活用してもらうために行う、遺言者の意

思表示です。 

② 遺言でできること 

・遺産の処分方法を指定する。 

・子を認知する 

・推定相続人を廃除する 

・遺言執行者を指定する 

③ 遺言のメリット 

相続人間の無用な争いが防止され、遺産の

処分をスムーズになる 

 

自筆証書遺言書保管制度とは 

① 自筆証書遺言に係る遺言書を法務局(遺

言保管所)においてお預かりする制度で

す。 

詳しい内容については法務省のホームペー

ジをご確認ください。 

 


